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平成３０年度 歯科診療報酬改定の概要

《本資料の構成について》

Ⅰ．平成 30 年度 歯科診療報酬改定の概要は、平成 30 年 3 月 5 日に開催された厚生労働省保険局医療課に

よる改定説明会における平成 30 年度診療報酬改定の概要(歯科：一部改変)に沿って、その項目ごとに歯

科診療報酬点数表本体の各項目･注･通則、取扱･算定要件等を示した(通知)及び必要に応じて※で注釈を

示したもの。

１．平成 30 年度診療報酬改定の概要：ｐ.２

２．歯科診療の体系・項目別の改定内容：ｐ.３

（１）院内感染防止対策の推進：ｐ.４

（２）地域包括ケアシステムの構築の推進：ｐ.９

（３）口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進：ｐ.３５

（４）特定薬剤の算定方法の見直し：ｐ.６６

（５）特定保険医療材料の機能区分の見直し：ｐ.６６

（６）その他（附帯意見、経過措置）：ｐ.６８

Ⅱ．Ⅰ以外で告示及び実施上の留意事項通知(算定要件)等が改められた主な内容は、Ⅰの内容以外で新設

及び取扱･算定要件等が改められた内容について、療養担当規則及び歯科診療報酬点数表の各部ごとに各

項目･注･通則、(通知)及び必要に応じて※で注釈を示したもの。：ｐ.７０

Ⅲ．その他、改定等が行われた内容(項目のみ)：ｐ.９７

Ⅳ．参考（改定の背景などについて）：ｐ.９７

別添 処方箋（様式第２号の２関係）：ｐ.１０１

施設基準届出関係(平成 30 年度改定関係・歯科単独分)：ｐ.１０２

診療報酬改定に関するホームページ掲載及び質問票：ｐ.１２８

指導・監査に関するお願い：ｐ.１３０

各項目(告示)･注･通則は「診療報酬の算定方法の一部を改正する件（別表第２ 歯科診療報酬点数表）」

(H30.3.5 厚生労働省告示第 43 号)

「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(H30.3.5厚生労働省告示第44号)

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(H30.3.5厚生労働省告示第45号)

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(H30.3.5厚生労働省告示第47号)

(通知)等は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(H30.3.5 保医発 0305 第 1 号)

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(H30.3.5保医発0305第2号)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(H30.3.5保医発0305第3号)

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定

について」（H30.3.5保医発0305第11号）

は今回の診療報酬改定における改定点（新設内容に関しては を入れていないこと及び実施上の留意事項等

で改定前と取扱いに特に変更がない内容については掲載していないこと、区分番号等は削除していることに留意。）

斜体は診療録への記載に係る事項

※は留意点等の注釈
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Ⅰ．平成 30 年度 歯科診療報酬改定の概要

１．平成 30 年度診療報酬改定の概要



厚生労働省 北海道厚生局 医療課 平成 30 年 3 月 5 日現在版 3



厚生労働省 北海道厚生局 医療課 平成 30 年 3 月 5 日現在版 4

２．歯科診療の体系・項目別の改定内容

２（１）院内感染防止対策の推進

(通知)初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生（支）

局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病につい

て歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関に

おいては、「注１」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の

患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。

(通知)再診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生（支）

局長に届け出た保険医療機関において、再診の都度（同日において２以上の再診があってもその都度）算定する。

また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注１」の後段に規定する再診料を算定する。ただし、２

以上の傷病について同時に再診を行った場合は、１日につき１回に限り算定する。
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【基本診療料の施設基準(歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準)】【新設】(告示)

(１)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。

(２)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。

(３)歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

(４)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。

【基本診療料の施設基準(歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準)】【新設】(通知)

１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準

(１)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底

する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

(２)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

(３)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が１

名以上配置されていること。

(４)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

(５)年に１回、院内感染対策の実施状況等について、様式２の７により地方厚生（支）局長に報告していること。

２ 届出に関する事項

(１)歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準に係る届出は、別添７の様式２の６及び様式２の８を用いる

こと。様式２の８について、院内感染防止対策に係る研修を４年以内に修了していることが確認できる文書

を添付すること。

(２)新規開設時届出を行う場合に限り、当該届出については実績を要しない。この場合において、届出を行った

次年度の７月において、届出の変更を行うこととする。この場合において、届出の変更により１の（５）に

規定する報告を行ったものとみなす。

(３)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修については、平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているも

のとして取り扱う。この場合において、平成 31 年 4 月 1 日以降も届出を継続する場合は、様式２の８による

届け出を行うこと。

(４)届出を行った日の属する月の翌月から起算して４年が経過するまでに様式２の８を用いて再度の届出を行う

こと。ただし、平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの間に届出を行った場合にあっては、平成

30 年 10 月から起算して４年経過するまでに様式２の８を用いて再度の届出を行うこと。
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【基本診療料の施設基準(地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等)】(通知) ※ 通知の追加部分のみ

１ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等

(７)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底

する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

(８)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

(９)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が１

名以上配置されていること。

(10)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

２ 届出に関する事項

(１)地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添７の様式２の８及び様式３を用いること。

様式２の８について、院内感染防止対策に係る研修を４年以内に修了していることが確認できる文書を添付

すること。

(２)届出受理後の措置については、毎年３月末日までに、前年１年間（暦年）の実績について別添７の様式３に

よる報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。

(３)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修については、平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているも

のとして取り扱い、様式２の８について届出を省略して差し支えない。この場合において、平成 31 年 4 月 1

日以降も届出を継続する場合は、様式２の８による届け出を行うこと。

(４)届出を行った日の属する月の翌月から起算して４年が経過するまでに様式２の８を用いて再度の届出を行う

こと。ただし、平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの間に届出を行った場合にあっては、平成

30 年 10 月から起算して４年経過するまでに様式２の８を用いて再度の届出を行うこと。
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【基本診療料の施設基準(歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２の施設基準)】(告示)

(１)歯科外来診療環境体制加算１の施設基準

イ 歯科医療を担当する保険医療機関（歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合す

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

ハ 歯科衛生士が１名以上配置されていること。

ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

へ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

(２)歯科外来診療環境体制加算２の施設基準

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

ハ 歯科衛生士が１名以上配置されていること。

ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

へ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

【基本診療料の施設基準(歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２の施設基準)】(通知)

１ 歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２に関する施設基準

(１)歯科外来診療環境体制加算１に関する施設基準

ア 歯科医療を担当する保険医療機関（歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適

合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。）であること。

イ 歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準の届出を行っていること。

ウ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１

名以上配置されていること。

エ 歯科衛生士が１名以上配置されていること。

オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
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また、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

（イ）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

（ロ）経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）

（ハ）酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの）

（ニ）血圧計

（ホ）救急蘇生セット

（ヘ）歯科用吸引装置

カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保さ

れていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携

体制が確保されている場合は、この限りでない。

キ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する

細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科

診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

(２)歯科外来診療環境体制加算２に関する施設基準

ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った保険医療機関であること。

イ （１）のウからクまでの施設基準をすべて満たすこと。

ウ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を

整備していること。

(３)平成 30 年 3 月 31 日において、現に歯科診療外来環境体制加算に係る届出を行っている保険医療機関につい

ては、平成 30 年 9 月 30 日までの間に限り、１の（１）のイ又は（２）のウの基準を満たしているものとみ

なす。

２ 届出に関する事項

歯科外来診療環境体制加算１又は歯科外来診療環境体制加算２の施設基準に係る届出は、別添７の様式４を用

いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を全て修了している

ことが確認できる文書を添付すること。
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２（２）地域包括ケアシステムの構築の推進

① かかりつけ歯科医の機能の評価

診療情報連携共有料 120点 【新設】

注１ 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関（歯科
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診療を行うものを除く。）で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書に

より提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者１人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算し

て３月に１回に限り算定する。

注２ 診療情報提供料（Ⅰ）（同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。）を算定した月は、別に算定で

きない。

(通知①)診療情報連携共有料は、医科の保険医療機関と歯科の保険医療機関の間で診療情報を共有することにより、

質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。

(通知②)慢性疾患を有する患者又は歯科診療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め検査結果や診療情報を確認

する必要がある患者において、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関に当該患者の診療情報の提供を文書によ

り求めた場合に算定する。

(通知③)当該別の保険医療機関に対して、診療情報の提供を求めるに当たっては、次の事項を記載した文書を患者又

は当該別の保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。

イ 患者の氏名、生年月日、連絡先

ロ 診療情報の提供依頼目的（必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載すること）

ハ 診療情報の提供を求める医療機関名

ニ 診療情報の提供を求める内容（検査結果、投薬内容等）

ホ 診療情報の提供を依頼する保険医療機関名及び担当医名

(通知④)診療情報連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応

できる体制（窓口の設置など）を確保していること。

(通知⑤)保険医療機関ごとに患者１人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して３月に１回に限り

算定する。

(通知⑥)診療情報提供料（Ⅰ）により紹介した月から起算して３月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の

診療情報の提供を求めた場合において、診療情報連携共有料は別に算定できない。
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【特掲診療料の施設基準(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準)】(告示) ※追加・変更部分のみ

(３)歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。

(４)歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所１若しくは在宅療養支援歯科診療所２との連携の実績が

あること。

(５)歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が 1名以上配置されていること。

(７)当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。

【特掲診療料の施設基準(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準)】(通知) ※追加・変更部分のみ

１ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
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(２)次のいずれにも該当すること。

ア 過去１年間に歯周病安定期治療（Ⅰ）又は歯周病安定期治療（Ⅱ）をあわせて 30 回以上算定していること。

イ 過去１年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて 10 回

以上算定していること。

ウ クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。

エ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準を届け出ていること。

(３)過去１年間に歯科訪問診療１若しくは歯科訪問診療２の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所１若

しくは在宅療養支援歯科診療所２に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて５回以上であること。

(４)過去１年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて５回以上算定している実績があること。

(５)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修（口腔機能の管理を含む）、高齢者の

心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が１名以上在籍していること。なお、既に受講

した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えな

い。

(８)（５）に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、３つ以上に該当すること。

ア 過去１年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。

イ 地域ケア会議に年１回以上出席していること。

ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。

エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年

１回以上出席していること。

オ 過去１年間に、栄養サポートチーム等連携加算１又は栄養サポートチーム連携加算２を算定した実績があ

ること。

カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。

キ 過去１年間に、退院時共同指導料１、退院時共同指導料２、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指

導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。

ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。

ケ 自治体が実施する事業に協力していること。

コ 学校歯科医等に就任していること。

サ 過去１年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。

(10)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

ア 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

イ 経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）

ウ 酸素供給装置

エ 血圧計

オ 救急蘇生セット

カ 歯科用吸引装置

なお、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望

ましい。

２ 届出に関する事項

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出は、別添２の様式１７の２を用いること。また、

研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書を添付すること。
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２（２）地域包括ケアシステムの構築の推進

② 周術期等の口腔機能管理の推進
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周術期等口腔機能管理計画策定料

(通知)周術期等口腔機能管理計画策定料は、がん等に係る手術、放射線治療、化学療法又は緩和ケアにおける一連の

治療（以下「周術期等」という。）において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機

関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書（以下「依頼文書」という。）による依頼に基づき、患者の

同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を

文書（以下「管理計画書」という。）により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当

該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて１回に限り算定する。なお、当該

管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。

周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）

(通知①)周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) における口腔機能管理は、患者の口腔衛生状

態や口腔内の状態等の把握、手術に係る主病及びその治療に関連する口腔機能の変化に伴う日常的な指導等を評価

し、歯科疾患を有する患者や口腔衛生状態不良の患者における口腔内細菌による合併症（手術部位感染や病巣感染）、

手術の外科的侵襲や薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管による誤嚥

性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害の予防等を目的に、

次に掲げるような手術において実施する。

例えば次に掲げる手術の際に実施する。

イ 頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術

ロ 心臓血管外科手術

ハ 人工股関節置換術等の整形外科手術

ニ 臓器移植手術

ホ 造血幹細胞移植

ヘ 脳卒中に対する手術
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(通知②)脳卒中等による緊急手術等において、手術後早期に口腔機能管理の依頼を受けた場合においても周術期等口

腔機能管理計画策定料及び周術期等口腔機能管理料を算定できる。この場合においては、周術期等口腔機能管理料

(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の「１ 手術前」は算定できない。【追加】
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周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）

(通知①)周術期等の口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③

その他必要な内容を記載した管理報告書を作成し、患者に提供する。ただし、次の場合は、それぞれの管理内容が

まとめて記載された管理報告書（追記する形式等をいう。）により作成しても差し支えない。

イ 同月に同一の保険医療機関において、手術前に周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)

を算定した患者に対して、手術前の周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定する場合。この場合において、周術期等

口腔機能管理料(Ⅱ)に係る管理を実施した際に管理報告書を提供する。

ロ 同月に同一の保険医療機関において、手術後に周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)

を合計して３回以上算定する場合。この場合において、手術後の１回目の周術期等口腔機能管理料に係る管理を

実施した際及び当該月に予定する最後の周術期等口腔機能管理料に係る管理を実施した際に管理報告書を提供す

る。

(通知②)歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療時医療管理料、がん治療連携指導料、歯科疾患在宅療

養管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問

口腔リハビリテーション指導管理料及び歯科矯正管理料を算定している同月において、周術期等口腔機能管理料

(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)は、別に算定できない。ただし、同月であっても、手術前に上記管理料を算

定し、手術後において口腔機能管理を行う場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)

を算定できる。

周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）

(通知)がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術前に放射線治療又は化学療法を実施する

場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の「１ 手術前」と周術期等口腔機能管理

料(Ⅲ)を同一月に算定して差し支えない。【追加】
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周術期専門的口腔衛生処置（１口腔につき） 周術期等専門的口腔衛生処置（１口腔につき）

92点⇒ １ 周術期等専門的口腔衛生処置１ 92点

２ 周術期等専門的口腔衛生処置２ 100点

注１ １について、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管

理料(Ⅱ)を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯

科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料

(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、

術前１回、術後１回に限り算定する。

注２ １について、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、

周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、月１回

に限り算定する。

注３ ２については、周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計

画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者（がん等に係る放射線治

療又は化学療法を実施する患者に限る。）に対して、歯科医師又は歯科医

師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜

保護材を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて１回に

限り算定する。【追加】

注４ ２について、１を算定した日は別に算定できない。【追加】

注５ 周術期等専門的口腔衛生処置１又は周術期等専門的口腔衛生処置２

を算定した日の属する月において、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

及び機械的歯面清掃処置は、別に算定できない。

(通知①)「１ 周術期等専門的口腔衛生処置１」とは、「注１」又は「注２」に規定する患者に対して、周術期等にお

ける口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清

掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合をいう。

(通知②)周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「１ 周術期等専門的口腔衛生処置１」に関し、歯科衛

生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

(通知③)「２ 周術期等専門的口腔衛生処置２」は、「注３」に規定する患者に対して、歯科医師又は歯科医師の指示

を受けた歯科衛生士が放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して、専門的な口腔清掃及び

口腔粘膜保護材を使用して疼痛緩和を行った場合に算定する。なお、口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は

別に算定し、使用した特定保険医療材料名を診療録に記載する。【追加】

(通知④)周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「２ 周術期等専門的口腔衛生処置２」に関し、診療録

に口腔内の状態（口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態等）及び治療内容等（歯科衛生士が行う場合は、歯科衛生士に

指示した内容及び歯科衛生士の氏名）を記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作

成する。【追加】

(通知⑤)在宅等療養患者専門的口腔衛生処置又は機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月においては、周術期等

専門的口腔衛生処置は別に算定できない。ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期

等口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した場合は算定する。
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２（２）地域包括ケアシステムの構築の推進

③ 在宅歯科医療の推進
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【特掲診療料の施設基準(在宅療養支援歯科診療所の施設基準)】(告示)

(１)在宅療養支援歯科診療所１の施設基準

イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療１又は歯科訪問診療２を算定していること。

ロ 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

ハ 歯科衛生士が１名以上配置されていること。

ニ 当該保険医療機関が歯科訪問診療を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体

制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。

ホ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
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へ 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。

ト 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。

チ 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、６割以上が歯科訪問診療１を実施していること。

② 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

③ 直近１年間に５つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があ

ること。

④ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。

⑤ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。

(２)在宅療養支援歯科診療所２の施設基準

イ (１)のイからヘまで及びチに該当するものであること。

ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との必要な連携の実績があること。

【特掲診療料の施設基準(在宅療養支援歯科診療所の施設基準)】(通知)

１ 在宅療養支援歯科診療所１及び在宅療養支援歯科診療所２の施設基準

(１)在宅療養支援歯科診療所１の施設基準

次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。

ア 過去１年間に歯科訪問診療料１及び歯科訪問診療２を合計 15 回以上を算定していること。

イ 高齢者の心身の特性（認知症に関する内容を含む）、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修

了した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしてい

る場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。

ウ 歯科衛生士が配置されていること。

エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ

指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対し

て説明の上、文書により提供していること。

オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

カ 当該診療所において、過去１年間に在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括

支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績を５回以上有

すること。

キ 以下のいずれか１つに該当すること。

(イ)当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施

設等で実施される多職種連携に係る会議へ年１回以上出席していること。

(ロ)病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を

していること。

(ハ)歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績があること。

ク 過去１年間に、以下のいずれかの算定が１つ以上あること。

(イ)栄養サポートチーム等連携加算１又は２の算定があること。

(ロ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理

料の算定があること。

(ハ)退院時共同指導料１、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファ

レンス料の算定があること。

ケ 直近１か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合
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が９割５分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

(イ)過去１年間に、５か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。

(ロ)直近３か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、６割以上が歯科訪問診療１を算定しているこ

と。

(ハ)在宅歯科医療に係る３年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。

(ニ)歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有してい

ること。

(ホ)歯科訪問診療において、過去１年間の診療実績（歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるもの

の算定実績をいう。）が次の要件のいずれにも該当していること。

① 抜髄及び感染根管処置の算定実績が合わせて 20 回以上であること。

② 抜歯手術の算定実績が 20 回以上であること。

③ 有床義歯を新製した回数、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて 40 回以上であ

ること。ただし、それぞれの算定実績は 5 回以上であること。

コ 年に１回、歯科訪問診療の患者数等を別添２の様式１８の２を用いて、地方厚生（支）局長に報告してい

ること。

(２)在宅療養支援歯科診療所２の施設基準

年に１回、歯科訪問診療の患者数等を別添２の様式１８の２を用いて、地方厚生（支）局長に報告している

こと。

ア 過去１年間に歯科訪問診療１及び歯科訪問診療２を合計 10 回以上算定していること。

イ (１)のイからカまで及びケのいずれにも該当すること。

ウ 年に１回、歯科訪問診療の患者数等を別添２の様式１８の２を用いて、地方厚生（支）局長に報告してい

ること。

２ 届出に関する事項

在宅療養支援歯科診療所１及び在宅療養支援歯科診療所２の施設基準に係る届出は、別添２の様式１８を用い

ること。
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歯科訪問診療料（１日につき）

１ 歯科訪問診療１ 866点 ⇒ 1,036点

２ 歯科訪問診療２ 283点 ⇒ 338点

３ 歯科訪問診療３ 120点 ⇒ 175点

注４ １から３までを算定する患者（歯科訪問診療料の注１３に該当する場合を除く。）について、当該患者に対す

る診療時間が 20 分未満の場合は、それぞれの所定点数の 100 分の 70 に相当する点数により算定する。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。【追加】

イ １について、当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合又は当該患者の状態により20分以上

の診療が困難である場合

ロ ２について、当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合

注１３ １から３までについて、在宅療養支援歯科診療所１又は在宅療養支援歯科診療所２以外の診療所であって、

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないものにおいては、次に掲げる点数により算定する。

イ 初診時 234点 ⇒ 237点

ロ 再診時 45点 ⇒ 48点

注１４ 初診料の注１又は注２に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行っていない

保険医療機関については、１から３まで又は注１３に規定するそれぞれの所定点数から 10 点を減算する。【追加】

※ 「初診料の注１」に規定する施設基準とは、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る施設基準。

「初診料の注２」に規定する施設基準とは、地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準。

(通知①)歯科訪問診療料は、在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者

を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できない。この場合において、療養中の当該患者

の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定する。なお、歯科訪問診療を実施する

に当たっては、急性症状の発症時等に即応できる環境の整備が必要なことから、歯科訪問診療料は切削器具を常時
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携行した場合に算定する。また、この区分番号において、診療時間については、同一日に当該患者に対して複数回

の歯科訪問診療を行った場合は、その合計した時間を診療に要した時間とし、診療時間が 20 分未満の場合について

は、所定点数の 100 分の 70 に相当する点数により算定する。なお、100 分の 70 に相当する点数により算定する

場合において、注６から注８まで及び注１１に規定する加算又は注１４に規定する減算は、100 分の 70 に相当す

る点数にそれぞれの点数を加算又は減算し、注１２及び注１５に規定する加算は算定できない。

※ 「注６」に規定する加算とは、歯科診療特別対応加算。

「注７」に規定する加算とは、緊急・夜間・深夜加算。

「注８」に規定する加算とは、地域医療連携体制加算。

「注１１」に規定する加算とは、歯科訪問診療補助加算。

「注１４」に規定する減算とは、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る施設基準又は地域歯科診療支

援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関における10点の減算。

「注１２」に規定する加算とは、在宅歯科医療推進加算。

「注１５」に規定する加算とは、歯科訪問診療移行加算。

(通知②)歯科訪問診療を実施する保険医療機関は、歯科訪問診療を開始する月の前月までに別に厚生労働大臣が定め

る基準（歯科訪問診療料の「注１３」に規定する基準）を満たす旨を地方厚生（支）局長に届け出る。ただし、在

宅療養支援歯科診療所１又は在宅療養支援歯科診療所２の届出を行っている場合は、この限りではない。

※ 「注１３」に規定する基準とは、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所である旨の届出。

(通知③)保険医療機関の歯科医師が、同一建物に居住する通院困難な患者１人のみに対し歯科訪問診療を行う場合は、

「１ 歯科訪問診療１」を算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満の場合については所定点数の 100

分の 70 に相当する点数により算定する。ただし、次の場合においては、診療時間が 20 分未満であっても「１ 歯

科訪問診療１」の所定点数を算定して差し支えない。

イ 治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止した場合 （必要があって救

急搬送を行った場合は、救急搬送診療料を算定して差し支えない。）

ロ 当該患者が「注６」の「著しく歯科診療が困難な者」に準じる状態又は要介護３以上に準じる状態等により、

20 分以上の診療が困難である場合（「注６」に掲げる加算は算定できない。）

※ 「注６」に掲げる加算とは、歯科診療特別対応加算。

(通知④)「２ 歯科訪問診療２」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に９人以下の歯科訪

問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満の場合については所定点数の 100 分の 70

に相当する点数により算定する。同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条

第１号に掲げる建築物に居住する複数の者をいい、例えば次のような患者をいう。

イ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第２０条の４に規定する養護老人ホーム、同法第２０条の５に規定す

る特別養護老人ホーム、同法第２０条の６に規定する軽費老人ホーム、同法第２９条第１項に規定する有料老人

ホーム、介護保険法第８条第２９項に規定する介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年 4

月 6 日法律第 26 号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居

又は入所している複数の患者

ロ 介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活介護、同条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第６３条第５項に規定する宿泊サービスに限

る。）、同条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第２３項に規定する複合型サービス、同法第８

条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）第４４条第５項に規定す
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る宿泊サービスに限る。）、同法第８条の２第１５項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービ

スを受けている複数の患者

(通知⑤)同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において２人以上９人以下の患

者の診療を行った場合には、通知④の規定に関わらず、１人は「１ 歯科訪問診療１」を算定し、「１ 歯科訪問診

療１」を算定した患者以外の患者については「２ 歯科訪問診療２」を算定する。なお、歯科訪問診療補助加算の

要件を満たす場合においては、「１ 歯科訪問診療１」を算定した患者についても施設基準に応じて「イの(２)同一

建物居住者の場合」又は「ロの(２)同一建物居住者の場合」により算定する。

(通知⑥)保険医療機関が、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等に訪問して歯科診療を行った場合は、

歯科訪問診療料は算定できない。なお、この場合において、初診料若しくは再診料及び第２章特掲診療料を算定し

た場合においては、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことがで

きる。

(通知⑦)通知⑥に規定する「特別の関係にある保険医療機関等」には、通知④のイに規定する患者が入居又は入所し

ている施設及びロに規定する患者が受けるサービスを提供する施設が含まれる。

(通知⑧)「３ 歯科訪問診療３」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に 10 人以上に対し

て歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満のものについては所定点数の 100

分の 70 に相当する点数により算定する。

(通知⑨)地域医療連携体制加算とは、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療養等が行えるよう、

複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制

が整備されているとともに歯科訪問診療料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医

療機関の保険医等に提供及び共有すること等により、緊急時の迅速、適切な連携体制が整備されていること等を評

価するものをいう。

この場合において、緊急時は連携保険医療機関の歯科医師が対応に当たることがあり得る旨を患者等に説明する

とともに、当該患者の病状、直近の診療内容等、緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に対し文書（電

子メール、ファクシミリを含む。）により適宜提供する。

なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(通知⑩)「注７」に規定する加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対し

て診療に従事しているときに、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行っ

た場合に算定する。 ※「注７」に規定する加算とは、緊急・夜間・深夜加算。

(通知⑪)「注７」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事してい

る時間であって、概ね午前９時から午後６時までの間とする。

(通知⑫)夜間（深夜の時間帯を除く。）とは概ね午後６時から翌日の午前６時まで、又は午後７時から翌日の午前７時

までのように、12 時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いは、午後１０

時から午前６時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日加算及び深夜加算は

算定できない。

(通知⑬)「注１４」について、「１ 歯科訪問診療１」、「２ 歯科訪問診療２」又は「３ 歯科訪問診療３」を算定

する場合において診療時間が 20 分未満の場合は、「注４」に規定する方法により算定した点数を所定点数とし、点

数から 10 点を減算するものとする。

※ 「注１４」とは、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診

料に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関における取扱いのこと。「注４」に規定する方法とは、診

療時間が20分未満の場合に歯科訪問診療料の所定点数の100分の70に相当する点数により算定する取扱いのこと。


